
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正会員 
年会費：資本金別 

所在地：駿河区・葵区 

 

正会員（ｸﾞﾙｰﾌﾟ子会社） 

年会費：３，０００円 
※駿河区又は葵区にある基幹法人

（正会員）のグループ子会社は正

会員として入会できます。 

 

賛助会員（ｸﾞﾙｰﾌﾟ子会社特例） 

年会費：０円 
※駿河区又は葵区にあるグループ子

会社で、親会社（正会員）と代表者・

所在地が同一である場合、年会費を

無料にすることが出来ます。 

 

賛助会員（支店会員） 

年会費：３，０００円 
※駿河区又は葵区にある事業所（支店）

は賛助会員として入会出来ます。 

 

賛助会員 
年会費：３，０００円 
※駿河区又は葵区以外の管外法人

（本店）は賛助会員として入

会出来ます。 

 

正会員 
年会費：資本金別 
※管内に事業所（支店）がある管外

法人（本店）は正会員として

入会できます。 

 

入会できません。 
※管外（駿河区・葵区以外の事業所）

は、管内に本店（法人）があっても

入会出来ません。 

 

資本金等 年会費 

500 万円未満 

500 万円以上 1,000 万円未満 

1,000 万円以上 5,000 万円未満 

5,000 万円以上 １億円未満 

１億円以上 

3,000 円 

7,000 円 

12,000 円 

16,000 円 

35,000 円 

正会員である基幹法人のグループ子会社 3,000 円 

資本金（出資金）のない法人 

従業員が 50 人未満 

50 人以上 100 人未満 

100 人以上 1,000 人未満 

1,000 人以上 

（3,000円～35,000円） 

3,000 円 

7,000 円 

16,000 円 

35,000 円 

※賛助会員は、一律 3,000円とする。 

※グループ子会社の特例／基幹法人と「所在地」「代表者」が同一で、かつ、情報誌・行事案内等の配付を一切不必要とする子会社の会費は無

料とすることができる。（この場合、基幹法人の会費はグループ内での最高資本金会社の資本金金額によって算定し、当該子会社は「賛助会

員」とみなす。） 

正会員 
年会費：従業員数別 

所在地：駿河区・葵区 

 

※賛助会員：総会における議決権の無い会員 

※個人事業者は入会できません。 

あなたの会社は何会員？ 

静岡法人会に入会できる会

社と会員区分がわかります。 

 


